
○代表企業
積水化学工業株式会社

○構成企業
大和ハウス工業株式会社
株式会社Secual
東部ガス株式会社
東北電力株式会社
コスモ石油マーケティング株式会社
根本通商株式会社
Community Mobility株式会社
株式会社マルトグループホールディングス
一般財団法人住宅生産振興財団
株式会社リーバー
東京海上日動メディカルサービス株式会社

○ 実施協定締結の目的

いわきスマートタウンモデル地区推進事業の実施協定は、本事業を円滑に実施するために必要な事項

を明らかにし、取り決めを定めるもの。

主として、① 拠点エリアの造成に関すること

② 造成後の宅地等の分譲又は賃貸に関すること

③ 住宅、業務用建築物、店舗等の立地誘導及び運用に関すること

④ スマートサービスの導入に向けた実証の実施及び実装支援に関すること

⑤ エリアマネジメントの運営に関すること

⑥ コンソーシアムの運営等に関すること

いわきスマートタウンモデル地区推進事業 実施協定の概要

○ 実施協定締結の主体・実施体制
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